
１．フードバンク活⽤の促進対策
未利⽤⾷品をフードバンクに寄附する際の輸配送やフードバンクの受⼊能⼒向
上に必要となる経費を⽀援します。

２．再⽣利⽤の促進対策
やむを得ず廃棄することとなる未利⽤⾷品を再⽣利⽤する際に必要となる輸配
送費及び再⽣利⽤事業者に対して⽀払う再⽣利⽤に係る処理費を⽀援します。

＜対策のポイント＞
新型コロナウイルス感染症対策に伴う休業等により発⽣する未利⽤⾷品の有効活⽤を図るため、フードバンクに寄附する際の輸配送やフードバンクの受⼊能⼒
向上に必要となる経費、再⽣利⽤（飼料化・肥料化等）する際の輸配送費や処理費を⽀援します。

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

国 ⾷品関連事業者、フードバンク等
定額

＜事業の流れ＞ ［お問い合わせ先］ ⾷料産業局バイオマス循環資源課（03-6744-2066）

学校給⾷の休⽌に伴う未利⽤⾷品活⽤緊急促進事業のうち
フードバンク活用の促進対策及び再生利用の促進対策

《補助率》
輸配送費(右図③)︓定額（7,000円/トン以内）
再⽣利⽤に係る処理費(右図④)︓定額（32円/キログラム以内）

【令和元年度予備費 ２９８百万円】
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こども⾷堂・
医療機関等

輸配送費①
※1

どうしても販売が難しい場合
（賞味期限にあまり余裕がない等）

どうしてもフードバンクへの寄附が難しい場合
（消費期限・賞味期限切れ、品質劣化等）

フードバンクへの寄附

飼料・肥料等への再⽣利⽤
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処理費④※2 飼料・肥料等
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（※2 ⾷品リサイクル法で定められている製品の原材料として再⽣利⽤されるものに限る）

⾷品関連
事業者等

《補助率》
輸配送費(右図①)
・⾞両の庸⾞により⾏うもの︓定額
（常温︓7,000円/トン以内、冷凍・冷蔵︓8,400円/トン以内）
・⼩⼝配送便等により⾏うもの︓定額
（常温︓70円/キログラム以内、冷凍・冷蔵︓130円/キログラム以内）
フードバンクの受⼊能⼒向上に必要となる経費（右図②）
・⼀時保管⽤倉庫、運搬⽤⾞両等の賃借料︓定額

《両対策の主な要件》
・学校給⾷で活⽤予定であった⾷品⼜はこれに類する⾷品（仕向け先を特定して
⽣産・製造・販売・活⽤されるもの）であること
・需要の減少やこれに伴う取引先からの注⽂のキャンセル等によりやむを得ず未利⽤
となったものであること
・令和２年４⽉１⽇〜12⽉31⽇の取組であること

⾷品関連
事業者等

休業等により
未利⽤⾷品が
発⽣︕

（※1 フードバンクと調整の上で福祉施設等に直接寄附する際は、その輸配送費を⽀援）

受⼊能⼒向上に
必要な経費②


